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市
で
は
、
限
ら
れ
た
財
源
や
人
的
資
源

の
中
で
、
市
民
本
位
の
質
の
高
い
行
政
サ

ー
ビ
ス
を
効
果
的
に
提
供
し
て
い
く
た

め
、「
小
平
市
第
２
次
行
財
政
再
構
築
プ

ラ
ン
」
に
基
づ
い
た
取
り
組
み
を
進
め
て

い
ま
す
。

　

平
成　

年
９
月
末
の
進 
捗 
状
況
は
表
１

ち
ょ
く

２６

の
と
お
り
で
す
。

　

行
財
政
再
構
築
推
進
委
員
会
に
お
け
る

主
な
意
見
・
助
言
は
表
２
の
と
お
り
で
す
。

※
第
２
次
行
財
政
再
構
築
プ
ラ
ン
は
、
市

政
資
料
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１
階
）、
公
民

館
、
図
書
館
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
市
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
で
は
販
売

も
し
て
い
ま
す
（
１
部
百
円
）。

※
第
２
次
行
財
政
再
構
築
プ
ラ
ン
の
進
捗

状
況
、
委
員
意
見
な
ど
は
、
小
平
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

問
合
せ　

行
政
経
営
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
７
５
６

 　

病
院
な
ど
の
窓
口
で
支
払
う
医
療
費
の

自
己
負
担
額
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
利
用

者
負
担
額
の
世
帯
で
の
年
間
合
算
額
（
平

成　

年
８
月
〜
平
成　

年
７
月
）
が
高
額

２５

２６

と
な
っ
た
場
合
、
自
己
負
担
限
度
額
（
左

表
参
照
）
を
超
え
た
部
分
に
つ
い
て
払
い

戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
は
、
問
合
せ
先
へ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
２
９

高
額
医
療
・
高
額
介
護

合

算

制

度

国
民
健
康
保
険

 
職
種
・
採
用
予
定
人
数
な
ど　

左
表
の
と

お
り ４

月

採

用

嘱
託
職
員
募
集

申
込
み　

２
月　

日
（
金
）
ま
で
に
、
申

２７

込
書
類
を
問
合
せ
先
へ
持
参

※
募
集
要
項
や
申
込
書
類
、
応
募
資
格
な

ど
、詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

職
員
課
緯　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

１
４

 　

平
成　

年
度
予
算
（
案
）
の
概
要
を
公

２７

表
し
て
い
ま
す
。
併
せ
て
主
要
事
業
の
概

要
も
公
表
し
て
い
ま
す
。

　

予
算
（
案
）
お
よ
び
主
要
事
業
は
、
市

政
資
料
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１
階
）、
小
平

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

予
算
（
案
）
の
公
表

平
成　

年
度

２７

問
合
せ　

財
政
課
緯　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

０
４

 　

市
の
公
共
施
設
の
現
状
や
課
題
な
ど
を

掲
載
し
た
小
平
市
公
共
施
設
白
書
を
発
行

し
ま
し
た
。

　

将
来
の
社
会
情
勢
の
変
化
な
ど
を
見
据

え
、
今
後
の
公
共
施
設
の
あ
り
方
を
考
え

る
基
礎
資
料
と
な
り
ま
す
。

　

白
書
は
、
市
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
（
市
役

所
１
階
）、
東
部
・
西
部
出
張
所
、
地
域
セ

ン
タ
ー
、
公
民
館
、
図
書
館
で
閲
覧
で
き

ま
す
。
ま
た
、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。
な
お
、
市
政
資
料

コ
ー
ナ
ー
、
東
部
・
西
部
出
張
所
で
は
販

売
も
し
て
い
ま
す
（
１
部
９
百　

円
）。

５０

　

ま
た
、
市
内
在
住
の　

歳
以
上
の
、
無

１８

作
為
抽
出
で
選
ば
れ
た
方
に
公
共
施
設
に

関
す
る
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し

小
平
市
公
共
施
設
白
書
を
発
行

て
い
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

行
政
経
営
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
７
５
６

 　

窓
口
が
混
雑
す
る
た
め
、
３
月　

日
１６

（
月
）
か
ら
４
月　

日
（
月
）
ま
で
、
住

２０

民
基
本
台
帳
の
閲
覧
を
休
止
し
ま
す
。
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

市
民
課
緯　

（
３
４
６
）
９
８

０４２

０
４

 　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
施
策
や
事
業

計
画
の
実
施
状
況
な
ど
を
調
査
・
審
議
す

る
た
め
、
設
置
し
て
い
ま
す
。
子
育
て
当

事
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
男
女

閲

覧

を

休

止

住
民
基
本
台
帳

子
ど
も
・
子
育
て
審
議
会

委

員

を

募

集

を
問
わ
ず
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

▽
市
内
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、
応
募
時

に
、
０
歳
か
ら
小
学
生
ま
で
の
お
子
さ
ん

が
い
る
保
護
者

▽
年
４
回
程
度
、
平
日
の
午
後
に
開
催
す

る
審
議
会
に
出
席
で
き
る
方

※
他
の
審
議
会
な
ど
の
公
募
委
員
は
応
募

で
き
ま
せ
ん
。

募
集
人
数　

７
人
以
内

任　

期　

平
成　

年
３
月　

日
ま
で

２９

３１

報　

酬　

１
万
２
千
円
（
日
額
）

申
込
み　

３
月　

日
（
火
）
の
午
後
５
時

１０

ま
で
に
、「
私
が
考
え
る
小
平
市
の
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
と
は
」
を
テ
ー
マ
に
し

た
作
文
（
８
百
字
程
度
）
と
、
応
募
用
紙

に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
問
合
せ
先

へ
（
送
付
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
電
子
メ
ー

ル
可
）

※
応
募
要
領
な
ど
は
、
児
童
課
（
市
役
所

２
階
）な
ど
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

※
選
考
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。
結
果
は
全

員
に
通
知
し
ま
す
。
応
募
書
類
は
返
却
し

ま
せ
ん
。

※
審
議
会
開
催
時
は
、保
育
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

児
童
課
（
〒　

們
８
７
０
１　

１８７

小
平
市
役
所
）
緯　

（
３
４
６
）
９
８
２

０４２

１
、
俊　

（
３
４
６
）
９
２
０
０
、
死jid

０４２

o@
city.kodaira.lg.jp

 
怯
男
女
共
同
参
画
推
進
審
議
会

と　

き　

３
月　

日
（
金
）　

午
後
２
時

１３

〜
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
３
階
庁
議
室

傍
聴
定
員　
　

人
１０

傍
聴
申
込
み　

当
日
、
会
場
へ（
先
着
順
）

問
合
せ　

青
少
年
男
女
平
等
課
緯　

（
３

０４２

４
６
）
９
６
１
８

審
議
会
な
ど
の
日

審
議
会
な
ど
の
日
程程

◇
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
第

４
期
）

◇
国
民
健
康
保
険
税
（
第
８
期
）

※
納
付
は
、
３
月
２
日
（
月
）
の
納

期
限
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
市
税
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
付
で
き
る
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
利
用
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

 

検
索　
 
Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ 
公
金
支
払
い

ヤ　

フ　

ー

　

詳
し
く
は
、
納
税
通
知
書
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

※
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振

替
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

HP

　

市
役
所
が
開
庁
し
て
い
る
時
間
に

市
税
の
納
付
や
納
税
相
談
が
で
き
な

い
方
の
た
め
に
、
日
曜
・
夜
間
窓
口

を
開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

と　

き　

▽
日
曜
窓
口　

２
月　

日
２２

（
日
）　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

▽
夜
間
窓
口　

２
月　

日
（
水
）　

２５

午
後
５
時
〜
８
時

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
収
納
課
（
入

口
は
庁
舎
北
側
）

※
来
庁
の
際
は
納
税
通
知
書
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

※
日
曜
・
夜
間
窓
口
で
は
、
納
税
証

明
書
の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

収
納
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
２
７
・
９
５
２
８

日
曜
・
夜
間

納
税
窓
口
を
開
設 2月

今
月
の

税税税税

　

３
月
定
例
会
は
２
月　

日（
火
）の

２４

午
前
９
時
か
ら
開
会
の
予
定
で
す
。

　

本
会
議
や
委
員
会
は
定
員
の
範
囲

内
で
ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。

　

日
程
な
ど
は
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
が
、
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

議
会
事
務
局
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
６
６

市

議

会

を

傍
聴
し
ま
せ
ん
か

職　

種

保
育
園
調
理
員

嘱
託
職
員

保
育
園
給
食
調

理
嘱
託
職
員

た
て
も
の
整
備

課
建
築
技
術
嘱

託
職
員

採
用
予
定

人　
　

数

１
人

３
人

１
人

主
な
勤
務
内
容

次
の
い
ず
れ
か
の
保
育
園
で

の
調
理
業
務
な
ど

小
川
西
保
育
園
・
仲
町
保
育

園週
４
日
勤
務

市
立
保
育
園
で
の
調
理
業
務

週
４
日
勤
務
（
月
曜
～
土
曜

日
、
交
代
勤
務
）

建
築
ま
た
は
建
築
設
備
に
関

す
る
設
計
業
務
、
工
事
監
理

業
務
な
ど

週
４
日
勤
務

応
募
資
格

調
理
の
経

験
が
あ
る

方一
級
ま
た

は
二
級
建

築
士
等

報
酬
月
額

（
予
定
）

１１４，９００円１２７，９００円２２２，８００円

自己負担限度額（年額）
国保＋介護保険所得区分 ７０歳未満を含む場合７０～７４歳

１２６万円６７万円現役並み所得者
（上位所得者）

　６７万円５６万円一般

　３４万円３１万円低所得者Ⅱ
１９万円低所得者Ⅰ

※限度額は世帯単位です。
※高額療養費または高額介護サービス費として支給され
た金額は、自己負担額から差し引いて計算します。

※限度額を超えた金額が５００円未満の場合は支給対象とな
りません。

※低所得者Ⅰ・Ⅱとは、住民税非課税世帯などです。

表１　各プログラムの進捗状況（平成２６年９月末）
予定より
も遅れて
いる

予定どお
りに進捗

予定以上
に進捗分　　野

０１５０Ⅰ　地域協働の推進（１５項目）

０５０Ⅱ　情報の共有と双方向のコ
ミュニケーション（５項目）

０７０Ⅲ　ＰＤＣＡサイクルの構築
　（７項目）

２１６０Ⅳ　財政基盤の強化（１８項目）

０１６１Ⅴ　執行体制の再構築
　（１７項目）

２５９１計

　表２　行財政再構築推進委員会における主な意見・助言
委員からの意見の要旨意見の分類

　成果指標について、算定の根拠が示されていない。成果指標とその根拠
を一覧表にしたほうがわかりやすい。
　また、成果指標自体を適正にする必要がある。目標を達成しているにも
かかわらず、それ以下の水準を依然として目標としているものや、固定的
に数年間同じ目標で柔軟性に欠けるものもある。定期的に成果指標を見直
し、適正に設定するべきである。
　総合計画については多くの自治体が成果指標を設定しているが、行政改
革で成果指標を設定する例はめずらしく、小平市は先駆けている。プラン全般に関する

もの
　評価については内部評価であるが、仕事の厳しさを理解している者同士
で評価をすると、ある意味で情けをかけてしまう。評価に客観性を持たせ
るため、外部の目を入れるなど、もう一歩進んで取り組むべきである。

　事業経費を考える際、人件費など、細かいところまでしっかり考えるべ
きである。他市で事業別財務諸表を作って注目された例もあるが、そのよ
うなコスト意識を持つべきである。

　行政に参加した学生に単位を与えるという仕組みにしたらどうか。大学
に積極的に出向き、若い力を活用していければと思う。その際、必要な情
報を学生にいち早く提供できるスマートフォンを有効活用するべきであ
る。

市内の大学との連携
のあり方の研究に関
するもの

　法人市民税が伸びているが、大手企業の景気が良くなった結果という感
じがする。また、観光振興はいろいろ連携しながら取り組んでおり、ブル
ーベリー関係などは、キャラクターを含め、ＰＲが効いている。しかし、
創業支援は他の自治体と比べると遅く、力を入れるべきである。

市内産業の育成に関
するもの

　全体の計画を推進していくためのツールだと考える。人間は、やっても
やらなくても同じならば、何もやらない。目標設定があいまいで、評価も
痛みとして感じないものであれば、なかなか全体の計画は進まない。全体
の計画を推進した職員はきちんと評価される仕組みを構築するべきであ
る。

人事考課制度等の実
施に関するもの

　大勢の職員がいる中で民間経験者を数名採用しても、結局は多勢に無勢
であまり効果が出てこない。
　数名であれば、任期付職員の採用や、ＩＴ、政策法務といった専門分野
に、弁護士などの専門家を任期付きで採用し、その専門性を生かしてもら
う方がよい。

民間経験者の採用に
関するもの

　指定管理者に任せた後も、常にサービスレベルや経費などをチェックし
ていかないと、必ず固定化していく。指定管理者の言いなりにならぬよ
う、必要な仕様などを常々見直すべきである。

指定管理者制度の推
進に関するもの

　クレジットカード納付は、非常に便利である反面、市に入ってこない部
分の手数料が高い感じがする。

公金支払い手続きの
電子化等の推進に関
するもの

第
２
次

行
財
政
再
構
築
プ
ラ
ン
の

平
成　

年
９
月
末
の

２６

進 
捗 
状
況

ち
ょ
く

予算（案）記者会見の様子


